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◇大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由   

特別職の国家公務員の令和２年１２月期以降の期末手当の支給割合の引下げを行う改正が特別

職給与法において行われたことに鑑み、本市の議会議員の期末手当の支給割合について同様の措

置を行うものです。 

２ 内容 

  １ 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第１条関

係） 

   議会議員の令和２年12月期の期末手当の支給割合について、引下げ改定を行います。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.675月 1.675月 0.00月 

12月期 1.675月 1.625月 ▲0.05月 

計 3.35月 3.3月 ▲0.05月 

２ 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第２条関

係） 

   議会議員の令和３年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.675月 1.65月 ▲0.025月 

12月期 1.625月 1.65月 0.025月 

計 3.3月 3.3月  0.00月 

３ 施行期日 

第１条 公布の日 

第２条 令和３年４月１日 

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由   

特別職の国家公務員の令和２年１２月期以降の期末手当の支給割合の引下げを行う改正が特別

職給与法において行われたことに鑑み、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について

同様の措置を行うものです。 

２ 内容 

１ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

   市長、副市長及び教育長の令和２年12月期の期末手当の支給割合について、引下げ改定を

行います。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.7月 1.7月 0.00月 

12月期 1.7月 1.65月 ▲0.05月 

計 3.4月 3.35月 ▲0.05月 

２ 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正（第２条関係） 

市長、副市長及び教育長の令和３年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.7月 1.675月 ▲0.025月 

12月期 1.65月 1.675月  0.025月 

公布された条例のあらまし 
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計 3.35月 3.35月  0.00月 

３ 施行期日 

第１条 公布の日 

第２条 令和３年４月１日 

 

◇一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由   

国家公務員の令和２年 12 月期以降の期末手当の支給割合の引下げを行う改正が一般職給与法

において行われたことに鑑み、本市の一般職の職員の期末手当の支給割合について同様の措置を

行うものです。 

２ 内容 

  １ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

（１） 令和２年１２月期の期末手当の支給割合を０．０５月分引き下げます。（第１７条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.3月 1.3月 0.00月 

支給済み 
勤勉手当 0.95月 0.95月 0.00月 

12月期 
期末手当 1.3月 1.25月 ▲0.05月 

計0.05月 
勤勉手当 0.95月 0.95月 0.00月 

計 4.5月 4.45月 ▲0.05月  

２ 一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正（第２条関係） 

（１） 令和３年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。（第１７条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 
期末手当 1.3月 1.275月 ▲0.025月 計 

▲0.025月 勤勉手当 0.95月 0.95月 0.00月 

12月期 
期末手当 1.25月 1.275月 0.025月 

計 

0.025月 勤勉手当 0.95月 0.95月 0.00月 

計 4.45月 4.45月 0.00月  

３ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第３条関係） 

（１） 令和２年１２月期の期末手当の支給割合を０．０５月分引き下げます。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.7月 1.7月 0.00月 

12月期 1.7月 1.65月 ▲0.05月 

計 3.4月 3.35月 ▲0.05月 

４ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正（第４条関係） 

（１） 令和３年６月期以降の期末手当の支給割合を平準化します。（第８条関係） 

 現行 改正後 改定の内容 

６月期 1.7月 1.675月 ▲0.025月 

12月期 1.65月 1.675月 0.025月 

計 3.35月 3.35月 0.00月 
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３ 施行期日 

第１条及び第３条 公布の日 

第２条及び第４条 令和３年４月１日 
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条例 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３５号 

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第１条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「、６月に支給する場合には１００分の１６７．５、

１２月に支給する場合には１００分の１６２．５」に改める。 

第２条 大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６７．５、１２月に支給する場合には

１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行する。 

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３６号 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「１００分の１７０」を「６月に支給する場合には１００分の１７０、１２月に支給す

る場合には１００分の１６５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条中「６月に支給する場合には１００分の１７０、１２月に支給する場合には１００分の１

６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施行する。 

 

 

一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例（人事課） 

条例第３７号 

条 例 
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一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例 

（一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１７条第２項中「１００分の１３０」を「、６月に支給する場合においては１００分の１３０、

１２月に支給する場合においては１００分の１２５」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」

を「１００分の１３０」及び「１００分の１２５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１３０、１２月に支給する場合

においては１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同条第３項中「１００分の１

３０」及び「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

（大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１３０」を「６月に支給する場合においては１００分の１３０、１

２月に支給する場合においては１００分の１２５」に、「１００分の１７０」を「６月に支給する

場合には１００分の１７０、１２月に支給する場合には１００分の１６５」に改める。 

第４条 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第８条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１３０、１２月に支給する場合にお

いては１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「６月に支給する場合には１００分の

１７０、１２月に支給する場合には１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

この条例中第１条及び第３条の規定は公布の日から、第２条及び第４条の規定は令和３年４月１日

から施行する。 

 

 

 

規則 

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

規則第３８号の２ 

 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。 

  令和２年９月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額の決定に関する規則（令和２年規則第９号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１幼稚園講師、保育士及び保育教諭の項の次に次のように加える。 

規 則 
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保育補助員 １級 １号級 １３号級  

子育て支援員 １級 １０号級 ２２号級  

別表第２幼稚園講師、保育士及び保育教諭の項の次に次のように加える。 

保育補助員 １級 １号級  

子育て支援員 １級 １１号級  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則等の一部を改正す

る規則（保育課） 

規則第４２号 

 大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則等の一部を

改正する規則 

（大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則（平成２

７年規則第２号の２）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 市長は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第５８条第４号に掲

げる事由のあった月については、別に定める基準に基づき、前項第２号に定める額を子ども・子

育て支援法施行規則第５９条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額とす

ることができる。 

第３条、第４条及び附則第２項中「の規定」を「及び第２項の規定」に改める。 

附則に次の２項を加える。 

（利用者負担額の特例） 

３ 第２条、第３条、第４条及び附則第２項の適用については、令和２年１２月１日から令和３年

３月３１日までの間、別表に基づいて算定された利用者負担額から５，１００円を減額した額を

利用者負担額とする。 

４ 前項の適用について、利用者負担額算定の基準日の属する年度における小学校就学前子どもの

属する世帯の市民税所得割額が５７，７００円未満（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年

政令第２１３号）第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７

７，１０１円）であるときは、「５，１００円」とあるのは「７５０円」とする。 

別表備考６中「（平成２６年内閣府令第４４号）」を削る。 

（大和高田市保育所条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（給食費の特例） 
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４ 令和２年１２月１日から令和３年３月３１日までの間における第１４条の適用については、別

表第３中「５，１００円」とあるのは「０円」と、「７５０円」とあるのは「０円」と、「４，

３５０円」とあるのは「０円」とし、別表第４中「２６０円×当月の平日に給食の提供を受けた

回数」とあるのは「０円」と、「４０円」とあるのは「０円」と、「２２０円」とあるのは「０

円」とする。 

（大和高田市立こども園条例施行規則の一部改正） 

第３条 大和高田市立こども園条例施行規則（平成２２年規則第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

附則に次の１項を加える。 

（給食費の特例） 

３ 令和２年１２月１日から令和３年３月３１日までの間における第１４条の適用については、別

表第１中「４，１００円」とあるのは「０円」と、「７００円」とあるのは「０円」と、「３，

４００円」とあるのは「０円」と、「５，１００円」とあるのは「０円」と、「７５０円」とあ

るのは「０円」と、「４，３５０円」とあるのは「０円」とし、別表第２中「２３０円×当月の

平日に給食の提供を受けた回数」とあるのは「０円」と、「４０円」とあるのは「０円」と、「１

９０円」とあるのは「０円」と、「２６０円×当月の平日に給食の提供を受けた回数」とあるの

は「０円」と、「４０円」とあるのは「０円」と、「２２０円」とあるのは「０円」とする。 

附 則 

この規則は、令和２年１２月１日から施行する。 

 

 

大和高田市学校給食費徴収条例施行規則の一部を改正する規則（教育総務課） 

規則第４３号 

 大和高田市学校給食費徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市学校給食費徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市学校給食費徴収条例施行規則（平成２９年規則第１号の２）の一部を次のように改正す

る。 

附則に次の１項を加える。 

（給食費の特例） 

３ 令和２年１２月１日から令和３年３月３１日までの間における第５条の適用については、同条第

１項第１号中「４，３００円」とあるのは「０円」と、同項第２号中「４，５００円」とあるのは

「０円」と、同項第３号中「４，１００円（うち副食費（大和高田市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１６号）第１３条第４項第３

号ア又はイに定める副食の提供に要する費用をいう。以下同じ。）は、３，４００円とする。）」

とあるのは「０円」とする。この場合において、同条第２項及び第３項並びに第６条から第１２条

までの規定は適用しない。 

附 則 

この規則は、令和２年１２月１日から施行する。 

 

 

 

告 示 
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告示 

大和高田市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱（健康増進課） 

告示第１５５号の２ 

大和高田市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱を次のように定める。 

  令和２年１０月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの同時流行による医療体制への

影響を鑑み、インフルエンザの集団感染等の発生及びまん延を予防するため、子どもが予防接種を

受けた場合の当該予防接種に係る費用について助成を行うことについて必要な事項を定めるもの

とする。 

（助成対象者） 

第２条 助成の対象者は、本市に住所を有する平成１７年４月２日から平成２６年４月１日までに生

まれた者（以下「対象児」という。）の保護者とする。 

（助成対象となる予防接種等） 

第３条 助成の対象となる予防接種は、国内の医療機関において令和２年１０月１日から令和３年１

月３１日までの間に対象児に対し実施されるインフルエンザ予防接種とする。 

２ 助成の額は、前項の予防接種に係る費用として医療機関に支払った額とし、１，５００円を上限

とする。 

３ 助成は、対象児１人につき１回限り行うものとする。 

（助成の申請） 

第４条 助成を受けようとする者は、対象児が予防接種を受けた後、予防接種を実施した医療機関の

領収書を添付の上、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請期間は、令和２年１１月１日から令和３年２月２８日までの間とする。 

（助成の決定等） 

第５条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決

定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは、助成金の支払をもって交付決定の

通知に代えるものとし、助成を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものと

する。 

（助成決定の取消し等） 

第６条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の規定による助

成の決定を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき。 

（２） その他助成決定を取り消し、又は交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることが

適当と判断したとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、その旨を助成決定者に通知するもの

とする。 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により助成の決定を取り消した場合において既に助成金が交付さ

れているときは、助成決定者に対し、期限を定めて当該助成金の返還を求めるものとする。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 
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（施行期日等） 

１ この告示は、令和２年１１月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和３年３月３１日に限り、その効力を失う。 

３ この告示の規定に基づき助成金を受けた者に対する第６条及び第７条の規定の適用については、

この告示は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第９号）の要領の公表（財政課） 

告示第１５６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和２年１１月２日付け

で専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  令和２年１１月２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

令和２年度大和高田市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，７０８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３６，３０１，２０８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                              （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

15.国庫支出金  
12,134,259 2,969 12,137,228 

2.国庫補助金 7,848,162 2,969 7,851,131 

16.県支出金  
1,810,316 3,739 1,814,055 

2.県補助金 499,664 3,739 503,403 

補正されなかった科目に係る額 22,349,925 0 22,349,925 

歳  入  合  計 36,294,500 6,708 36,301,208 

 

（歳出）                              （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.衛生費  
3,558,698 1,098 3,559,796 

1.保健衛生費 
1,758,643 1,098 1,759,741 

10.教育費  
3,108,128 5,610 3,113,738 

1.教育総務費 
557,461 5,610 563,071 



令和２年１２月１１日（金） 大 和 高 田 市 公 報 第３８３号 

 12 

補正されなかった科目に係る額 29,627,674 0 29,627,674 

歳  出  合  計 36,294,500 6,708 36,301,208 

 

 

放置自転車等の移動、保管（生活安全課） 

告示第１５７号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和２年１１月２日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和２年１０月２０日 １           
（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 地区 自転車 原動機付自転車 

令和２年１０月１５日 大和高田市礒野北町地内 １   
３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）を持参すること。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 
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住民票の職権消除（市民課） 

告示第１５８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

第１２条第１項の規定により、次の者を職権により消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

  令和２年１１月５日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

１．職権消除日     令和２年１１月４日 

２．職権消除される者  省略（市役所前掲示場掲示済） 

この決定に不服のあるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に大

和高田市長に対して審査請求をすることができる（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなる。）。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田

市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となる。）、処分の取消しの訴

えを提起することができる（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で

あっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなる。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

 

 

公示送達（税務課） 

告示第１５９号 

 令和２年度市民税・県民税納税通知書を郵便により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  令和２年１１月１０日 

                               大和高田市長 堀内 大造 

１．納税通知書の発送年月日 

令和２年１０月２６日 

２．送達を受けるべき者 

  省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１６０号  

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  令和２年１１月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   
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１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和３年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和２年８月１日から令和２年８月３１日までの間 

 

 

１１月市議会臨時会の招集（財政課） 

告示第１６１号 

令和２年１１月３０日、次の事件を付議するため、大和高田市議会臨時会を本市議事堂に招集

する。 

令和２年１１月２６日 

                     大和高田市長 堀内 大造   

報第 ７号  専決処分の報告について 

       ・令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第９号） 

       ・令和２年度大和高田市病院事業会計補正予算（第３号） 

議第７２号  令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１０号） 

議第７３号  令和２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）   

議第７４号  令和２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

議第７５号  令和２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議第７６号  令和２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第７７号  令和２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第３号） 

議第７８号  令和２年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

議第７９号  令和２年度大和高田市病院事業会計補正予算（第４号） 

議第８０号  大和高田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

について 

議第８１号  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について  

議第８２号  一般職の職員の給与等に関する条例及び大和高田市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部改正について 

 

 

１２月市議会定例会の招集（財政課） 

告示第１６２号 

令和２年１２月４日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

令和２年１１月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

 

大和高田市特定教育・保育施設等給食費補助金交付要綱（保育課） 

告示第１６３号 

大和高田市特定教育・保育施設等給食費補助金交付要綱を次のように定める。 
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  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

   大和高田市特定教育・保育施設等給食費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者（以下「認定保護者」

という。）の経済的負担を軽減するため、教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子ど

もに係る認定保護者が、特定教育・保育施設、特定地域型保育施設又は特定子ども・子育て支援施

設（以下「実施施設」という。）に支払うべき食事の提供に要する費用（以下「給食費」という。）

に対し、大和高田市特定教育・保育施設等給食費補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において用いる用語の意義は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

 （対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次に定める者であって、市内

に住所を有するものとする。 

（１） 法第１９条第１項第１号の認定を受けた児童のうち、私立及び市外の公立の特定教育・保

育施設に通う者の認定保護者 

（２） 法第１９条第１項第２号の認定を受けた児童のうち、満３歳に達する日以降の最初の３月

３１日を経過した者で、私立及び市外の公立の特定教育・保育施設に通う者の認定保護者 

（３） 法第３０条の４第１号から第３号の認定を受けた児童のうち、法第７条第１０項第２号に

定める特定子ども・子育て支援施設に通う者の認定保護者 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、給食費のうち実施施設に支払う令和２年１２月分から令和３年３月分の給食

費に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 

（１） 法第１９条第１項第１号の認定を受けた幼稚園又は認定こども園に通う児童 １人当たり

月額４，１００円 

（２） 法第１９条第１項第２号の認定を受けた保育所又は認定こども園に通う児童 １人当たり

月額５，１００円 

（３） 法第３０条の４第１号から第３号の認定を受けた私立幼稚園に通う児童 １人当たり月額

４，１００円 

 （補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、令和３年３月３１日までに市長が別に定める方法によ

り、申請するものとする。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは市長

が別に定める方法により速やかに交付決定を通知するものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を

取り消すことできる。 

（１） この告示に定める要件を満たさないことが判明したとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付され

ているときは、期限を定めて当該補助金の返還を書面により命ずるものとする。 

 （補則） 
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第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年１２月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

大和高田市給食支援金交付要綱（教育総務課） 

告示第１６４号 

大和高田市給食支援金交付要綱を次のように定める。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市給食支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による私立学校に通う学齢児童及び学齢生徒

の保護者の経済的負担の軽減を図るため、大和高田市給食支援金（以下「給食支援金」という。）

を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の意義は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）

に規定する用語の例による。 

（交付対象者） 

第３条 給食支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、本市に住所を有する者

のうち、法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る。）

及び特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）に在籍する学齢児童及び学齢生徒（市立小学校及

び中学校に在籍する学齢児童及び学齢生徒並びに義務教育の段階における普通教育に相当する教

育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号）第１４条に規定する夜間その他特別

な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講じられた者を

除く。）の保護者とする。 

２ 交付対象者に該当するか否かは、令和２年１２月１日から令和３年３月３１日まで（交付対象者

に係る学齢生徒が中学３年生のときは、令和３年２月２８日まで）の各月の初日において、月ごと

に判断するものとする。 

（交付額） 

第４条 給食支援金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額に保護者が前

条の規定による要件を満たす月の月数を乗じた額とする。 

（１） 学齢児童 １人当たり４，３００円 

（２） 学齢生徒 １人当たり４，５００円 

（交付申請） 

第５条 給食支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和３年３月３１日ま

でに市長が別に定める方法により、申請するものとする。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは市長が別に定め

る方法により通知するものとする。 

（交付） 
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第７条 市長は、前条の規定による交付決定の通知後、市長が別に定める方法により給食支援金を交

付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１） この告示に定める要件を満たさなくなった場合 

（２） 偽りその他不正な手段により給食支援金の交付を受けた場合 

（３） その他市長が不適当と認める場合 

２ 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給食

支援金が交付されているときは、期限を定めて給食支援金の返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年１２月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１０号）等の要領の公表（財政課） 

告示第１６５号 

 令和２年１１月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２

１９条第２項の規定により公表します。 

  令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１０号） 

２ 令和２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

３ 令和２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

４ 令和２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 令和２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 令和２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第３号） 

７ 令和２年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

８ 令和２年度大和高田市病院事業会計補正予算（第４号） 

 

令和２年度大和高田市一般会計補正予算（第１０号） 

令和２年度大和高田市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，４４２千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３６，２９０，７６６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

令和２年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ７，５１５，７４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１４４，５９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

令和２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

令和２年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ７，２８４，６７４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９６０，３０３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和２年度大和高田市水道事業会計補正予算（第３号） 
    

   

第１条 令和２年度大和高田市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条  令和２年度大和高田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出

の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

支       出 

 

   （科   目）      （既決予定額）   （補正予定額）   （ 計 ） 

   

  第１款 水道事業費用  1,728,611千円    △204千円  1,728,407千円 

 

  第１項 営 業 費 用  1,659,942千円    △204千円  1,659,738千円 

 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

   「344,119千円」を「344,061千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額 28,359千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,301千円」に改

め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

支       出 

   

  （科   目）    （既決予定額）    （補正予定額）  （ 計 ） 

 

 第１款 資本的支出      639,027千円      △58千円     638,969千円 

 

  第１項 建設改良費   524,599千円      △58千円     524,541千円  

                     

 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

 

  （科   目）     （既決予定額）    （補正予定額）  （ 計 ） 

 

   （１）職員給与費   158,056千円       △262千円   157,794千円 
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令和２年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和２年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）        （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 下水道事業費用  1,295,601千円   △79千円     1,295,522千円 

第１項 営業費用    1,088,601千円   △79千円     1,088,522千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「332,743 千円」を

「332,701千円」に、利益剰余金予定処分額「112,759千円」を「112,717千円」に改め、予算第４

条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科 目）        （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 資本的支出    2,295,076千円    △42千円   2,295,034千円 

第１項 建設改良費   1,200,865千円    △42千円   1,200,823千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

（科 目）        （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

（１）職員給与費      61,838千円    △121千円    61,717千円 

 

 

 

 

 

 

公 告 
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公告 

根成柿地内用排水路整備工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 根成柿地内用排水路整備工事 

２ 工事場所 大和高田市 根成柿 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 
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（４）受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 
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不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥４，８２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

本郷大中線歩道改良工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 本郷大中線歩道改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 大中東町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１９日（金）まで 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き
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ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１０時４０分 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥４，２４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

蔵之宮町地内側溝維持工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 蔵之宮町地内側溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市 蔵之宮町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法
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の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１０時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 
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１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２，７７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

松塚地内排水路改良工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 松塚地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市 松塚 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争
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確認の申請 入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥２，３６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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田井地内水路維持工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 田井地内水路維持工事 

２ 工事場所 大和高田市 田井 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 
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令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便
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によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１１時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥１，８８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

岡崎地内雑木等撤去工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 岡崎地内雑木等撤去工事 

２ 工事場所 大和高田市 岡崎 地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ
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て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１１日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 
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参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

令和２年１１月５日（木）から令和２年１１月１３日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１１月２０日（金）午後５時まで。 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１１月２４日（火）午後５時まで。 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１１月２６日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１１月２７日（金）午前１１時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限比較価

格 

￥１，６２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

令和２年度大和高田市職員出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定を公募型プロポーザル方式

で行う公告（人事課） 

公告第１０８号 

 令和２年度大和高田市職員出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定を公募型プロポーザル方

式で行いますので公告します。 

  令和２年１１月１３日 

  大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 

大和高田市出退勤管理システム導入等業務 

２ 業務概要 

２－１ 委託内容 

（１） 構築業務 

ア システムの構築及び附帯作業 

イ データセットアップ 

ウ 試験運用 

エ 労務管理事務の担当者の負担の軽減のために必要な支援 

（２） 操作研修 

（３） 運用支援 

（４） その他必要な項目及び別紙「大和高田市出退勤管理システム導入等業務仕様書」に

よる。 

２－２ 業務履行期間 

契約締結日から令和３年６月３０日まで 

３ 参加資格要件 

（１） 過去１０年間（平成２２年度から令和元年度まで）に、職員数５００人以上の自治体にお
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いて、出退勤管理システムの導入又は更新に関する業務を受託した実績を有していること。 

（２） ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１又はプライバシーマークの認証・認定取得をしていること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく民事再生手続中の者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による

更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５） 大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しくは第２号に該

当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

（６） 大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第

５号に該当する者でないこと。 

４ 委託料限度額 

 金１７，０２２，０００円（消費税等含む。） 

５ 参加申請 

  令和２年１１月２０日（金）午後５時まで 

 

６ 提出期限  

  令和２年１２月７日（月）まで（７日必着） 

７ その他 

 大和高田市出退勤管理システム導入等業務委託事業者選定公募型プロポーザル実施要項による。 

８ 問合せ先 

  〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

            大和高田市 企画政策部 人事課  

            電 話：０７４５－２２－１１０１ 

            ＦＡＸ：０７４５－２４－２１３１ 

 

 

令和２年度大和高田市航空写真撮影業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１０９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月１３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務名 令和２年度大和高田市航空写真撮影業務委託 

２ 履行場所 大和高田市全域 

３ 履行期間 契約締結日から令和３年３月３１日（水）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の「測量（航

空測量）」又は大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の

「印刷類（地図・航空写真）」に登録している者であること。 

（２）測量法による測量業者登録を受けている者であること。 

（３）測量士の資格を有する主任技術者（契約締結時点において継続
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して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を配置できる者であること。 

（４）平成２７年１０月１日以降において、元請けで官公庁発注の同

種業務（全画素 DSM の作成を含むものに限る。）の履行実績を有す

る者であること。 

（５）以下のすべての資格を認証取得している者であること。 

・情報セキュリティ・マネジメントシステム【ＩＳＯ２７００１】 

・個人情報保護マネジメントシステム【ＪＩＳＱ１５００１】 

  ・品質マネジメントシステム【ＩＳＯ９００１】 

（６）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（８）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（９）（６）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 測量法第５５条による測量業者の登録を証する書類の写し 

③ 主任技術者の資格を証する書類の写し及び雇用を証する書類

の写し（雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は社会保険加

入証明書の写し） 

④ 平成２７年１０月１日以降における同種業務の履行実績を証

する契約書の写し等 

⑤ 以下の認証取得を証する書類の写し 

 ・情報セキュリティ・マネジメントシステム【ＩＳＯ２７００

１】 

 ・個人情報保護マネジメントシステム【ＪＩＳＱ１５００１】 

 ・品質マネジメントシステム【ＩＳＯ９００１】 

⑥ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月１６日（月）から令和２年１１月２５日（水）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１２月７日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１２月８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１２月１１日（金）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 
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（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価

格 

￥３，７１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

農用地利用集積計画の縦覧（産業振興課） 

公告第１１０号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和２年１１月１６日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

 

大和高田市新庁舎落成式等開催業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１１１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月２０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市新庁舎落成式等開催業務委託 

２ 履行場所 大和高田市新庁舎（奈良県大和高田市大字大中９８番地４） 

３ 契約期間 契約締結日から令和３年７月３０日（金）まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務提

供（広告・宣伝・イベント）」に登録している者であること。 

（２）奈良県内に本店又は支店等（委任先に限る。）を有する者である

こと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開
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始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）元請けで官公庁（独立行政法人、公社及び公団を含む。）発注の

同種業務（１００人以上の規模の落成式、竣工式等の式典）の履行

実績を有する者であること。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５の（７）の要件を満たすことを証するもの（契約書等）の

写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月２４日（火）から令和２年１２月４日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和２年１２月１１日（金）午後５時まで 
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（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１２月１５日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月１７日（木）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１２月１８日（金）午前１０時００分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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大和高田市公立保育所内ＰＣＢ使用製品全数調査荷姿登録作業業務委託に関する条件付き一般競争入

札公告（契約監理室） 

公告第１１２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月２４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市公立保育所内ＰＣＢ使用製品全数調査荷姿登録作業業務委

託 

２ 履行場所 大和高田市 旭北町 他５地内（片塩保育所他５箇所） 

３ 契約期間 契約締結日から令和３年２月２６日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）「特別管理産業廃棄物管理責任者」及び「特定化学物質及び四ア

ルキル鉛等作業主任者」の資格を有する者を業務責任者として配置

できる者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を参加しようとする入札案件ごとに提出

し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。ま

た、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札

参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができま

せん。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５（１）に定める有資格者の資格証の写し 

④ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑤ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

上記④、⑤は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録

名簿に登録している者については、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 
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令和２年１１月２４日（火）から令和２年１２月４日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１２月１１日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１２月１５日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月１７日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 
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令和２年１２月１８日（金）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

市場改良住宅等水銀灯 LED化改修工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１１３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 市場改良住宅等水銀灯 LED化改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 市場地内・曙町地内 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年２月２６日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 
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（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札

参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がな

いと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約  書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請

書と同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロ

ード可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月２６日（木）から令和２年１２月２日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１２月１７日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 
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令和２年１２月１８日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月２１日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を

消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止

措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなり

ます。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１２月２２日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価 

 格 

￥５，４９０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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高田小学校空調設備設置工事に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１１４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 工事名 高田小学校空調設備設置工事 

２ 工事場所 高田小学校（大和高田市 大中東町 地内） 

３ 工事期間 契約締結日から令和３年３月１２日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の電気工事

又は管工事（空調）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札

参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がな

いと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載しています。

（ダウンロード可能） 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。（ダウンロード

可能） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に

限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月２６日（木）から令和２年１２月２日（水）まで。
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ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

令和２年１２月１７日（木）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１２月１８日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月２１日（月）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を

消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止

措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなり

ます。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１２月２２日（火）午前１０時１０分 

（２）場所 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限比較価 

 格 

￥５，３１０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

公売公告（収納対策室） 

公告第１１５号 

不 動 産 等 の 最 高 価 申 込 者 等 決 定 公 告  

国税徴収法第１０４条の規定により、公告第８０号の公売に係る公売財産の最高価申込者を、

同法第１０４条の２の規定により同じく次順位買受申込者を下記のとおり決定したから、同法第

１０６条第２項の規定により公告する。 

令和２年１１月２５日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

公 売 財 産 

（売却区分番号） 

最高価申込価額（円） 次順位買受申込価額(円) 

最高価申込者の氏名 

または名称 

次順位買受申込者の氏名 

または名称 

大和高田市－２－３－１ 

（別紙「公売財産目録」参照） 

８３０，０００円 － 

－ － 

大和高田市－２－３－２ 

（別紙「公売財産目録」参照） 

２，２３０，０００円 － 

－ － 

大和高田市－２－３－３ 

（別紙「公売財産目録」参照） 

－ － 

－ － 

最高価申込者等の決定年月日  令和２年１２月２日 

売却決定期日 

 最高価申込者 次順位買受申込者 
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日

時 

令和２年１２月２日午前１０時００分 
国税徴収法第１１３条第２項に掲

げる日 

場

所 

大和高田市役所 収納対策室 

 

（別紙） 

公売財産目録 

 

＜大和高田市－２－３－１＞ 

所在    奈良県大和高田市大字松塚 

地番    ①３５６番１、②３５７番３、 

③３５６番３、④３５６番４、⑤３５７番４ 

地目    ①、②：田（現況：畑） 

③、④、⑤：公衆用道路（共有地） 

地積    ①２６４．００㎡、②１８０．００㎡、 

③１２８．００㎡、④４３．００㎡、⑤２６．００㎡ 

 

＜大和高田市－２－３－２＞ 

所在    奈良県大和高田市大字松塚 

地番    ４９６番 

地目    田 

地積    １，０００．００㎡ 

 

＜大和高田市－２－３－３＞ 

所在    奈良県大和高田市大字松塚 

地番    ６６７番２ 

地目    畑 

地積    ９８１．００㎡ 

 

 

大和高田市新庁舎移転業務委託に関する条件付き一般競争入札公告（契約監理室） 

公告第１１６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和２年１１月３０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市新庁舎移転業務委託 

２ 履行場所 移転元：大和高田市本庁舎（奈良県大和高田市大字大中１００番地１） 

移転先：大和高田市新庁舎（奈良県大和高田市大字大中９８番地４） 

３ 契約期間 契約締結日から令和３年７月３０日（金）まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 
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５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務提

供（運送・配送）」に登録している者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（６）平成２２年度以降において、元請けで官公庁（独立行政法人、

公社及び公団を含む。）発注の同種業務（庁舎移転業務）の履行実

績を有する者であること。 

（７）以下のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

 ア プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

イ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５の（６）の要件を満たすことを証するもの（契約書等）の

写し 

④ プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】又は情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳＱ２７００

１】の認定取得を証する書類の写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和２年１１月３０日（月）から令和２年１２月１１日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの
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の確認通知 とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答

票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和２年１２月１８日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和２年１２月２１日（月）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和２年１２月２３日（水）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記

載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和２年１２月２４日（木）午前１０時００分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において

一般の閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページ

で公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び
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虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

教育委員会 

教育委員会１１月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第２７号 

 大和高田市教育委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和２年１１月１６日 

大和高田市教育委員会教育長 梶木 義敏   

１ 日時  

令和２年１１月２５日（水）午後３時３０分 

２ 場所  

   市役所３階 東会議室 

３ 議案  

第１号 機構改革に伴う大和高田市教育委員会に対する事務委任規則の改正について 

第２号 児童ホーム設置条例の一部を改正する等の条例についての地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定による意見の申出について 

第３号 ＩＣＴ研究会の進捗状況について（田口委員提案） 

第４号 その他 

    ・後援願いについて 

 

 

 

選挙管理委員会 

選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第１９号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和２年１１月５日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

１ 日時 

   令和２年１１月１２日（木） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

教育委員会 

選挙管理委員会 
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   大和高田市役所 ３階 西会議室 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 その他 

 

 

選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第２０号                            

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和２年１１月２４日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 酒本 繁雄   

１ 日時 

   令和２年１２月１日（火） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議案                                     

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 選挙権を有する者の総数の３分の１、６分の１及び５０分の１について 

第４号 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について 

第５号 その他 

 


